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契約保証金免除申請書 
 

令和  年  月  日 

 

大阪府新別館管理組合長  様 

 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 

今般、大阪府新別館南館・北館及びその付属施設で使用する電気の調達に係る単価契約に

関し、下記のとおり契約保証金の納付を免除されるよう申請いたします。 

記 

 

 

契約履行年月日 
 

 

契 約 件 名 
 

 

契約金額 
 

 

取引先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１） この申請書には、契約を締結しようとする日を起算日として、過去２年間に契約の

履行を完了した日が含まれるもののみ記載してください。 

２） 記載した契約について、契約書等の写しを添付してください（上記の内容証明に関係

しない部分の添付は省略可能です）。 



（参考）大阪府財務規則及びその運用（抄） 

 

（契約保証金の納付等） 

第 67条     令第 167条の 16の規則で定める率は、契約金額の 100分の５以上とする。 

2    第 56条第２項の規定は、契約保証金の場合に準用する。 

3 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、公共工事前払金保証事業に関する法

律（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証の提供を

もって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、保証書

に記載された保証金額による。 

（契約保証金の免除） 

第 68条     契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を

締結しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証

金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

  (1)  契約の相手方が保険会社との間に府を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

  (2)  契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び

会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 100条の３第２号の規定に基づき財務大臣が

指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

  (3) 令第 167条の５又は令第 167条の 11に規定する資格を有する者と契約を締結する

場合において、その者が国、地方公共団体、独立行政法人通則法（平成 11年法律

第 103号）第２条第１項に規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成 15年法

律第 112号）第２条第１項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法（平成

15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発

金融公庫と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これ

らを過去２年の間にすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき。 

  (4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

  (5)  普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納される

とき。 

  (6)  随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき。 

 

財務規則の運用  
第 67条関係 

長期継続契約を締結する場合に徴収する契約保証金の額は、契約書に契約月額の記載

があるときは契約月額に 12 を乗じて得た金額の 100 分の５以上とし、契約書に契約月額

の記載がないときは契約総額を契約月数で除した額に 12 を乗じて得た金額の 100 分の５

以上とする。 

第 68条関係 

「規模」とは、契約金額を指し、「ほぼ同じくする」とは、契約金額の７割に相当す

る金額以上のものとする。また、数回以上とは、２回以上をいう。 

ただし、長期継続契約（大阪府長期継続契約に関する条例に基づく長期継続契約）に

よる場合の「規模」の基準となる契約金額は、契約書に契約月額の記載があるときは契

約月額に 12 を乗じて得た金額を指し、契約書に契約月額の記載がないときは契約総額を

契約月数で除した額に 12 を乗じて得た金額を指すものとする。 

なお、「過去２年の間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。   

 

 

http://top.ssc.lan.pref.osaka.jp/ssc/jsp/reiki/B1.jsp?SYSID=104665&NAMETAG=J167-16
http://top.ssc.lan.pref.osaka.jp/ssc/jsp/reiki/B1.jsp?SYSID=104665&NAMETAG=J167-5
http://top.ssc.lan.pref.osaka.jp/ssc/jsp/reiki/B1.jsp?SYSID=104665&NAMETAG=J167-11


（元請負人用）                               （８） 

事業名：大阪府新別館南館・北館及びその付属施設で使用する電気の調達に係る単価契約 

誓 約 書 
 

公共工事等に係る契約の履行に当たって、大阪府暴力団排除条例（以下「条例」という。）

及び大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

（以下「規則」という。）を守り、下記事項について誓約します。 

 

記 

 

１ 規則第３条第１項各号のいずれにも該当しません。 

 

２ 条例第11条第２項の規定により、大阪府新別館管理組合から役員の氏名その他必要な事項の報

告を求められたときは、速やかに書面等（役員名簿等）により提出します。 

         

３ 本誓約書その他の大阪府新別館管理組合に提出した書面等を、大阪府新別館管理組合が大

阪府警察本部に提供することに同意します。 

 

４ 規則第８条及び第10条に規定する事項について、遵守します。 

 

大阪府新別館管理組合長 様 

令和  年  月  日  所在地 

商号又は名称 

代表者の氏名                     印 

（契約書に押印するものと同一の印） 

代表者の生年月日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■今後とも、暴力団と一切関係を持ちません。            はい ・ いいえ 
■暴力団排除に取り組みます。府の暴力団排除の施策に協力します。  はい ・ いいえ 
■暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、入札参加除外者の指定を受け
公表され、また、この契約を解除され、違約金を徴収されても異議ありません。 
                                 はい ・ いいえ 

（裏面も確認してください。） 

（１） 次の者は、規則第３条第１項各号に該当します。 
①暴力団員 

②自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 

③暴力団の威力を利用する目的などで、暴力団又は暴力団員に対し、金品等の利益又は役務の供与をした者 

④暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動・運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者 

⑤暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

⑥役員等（事実上、経営に参加している者を含む。）が①から⑤までのいずれかに該当する事業者 

⑦①から⑥のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等の下請 

契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者 

（２） 元請負人は、次の事項を遵守しなければいけません。（規則第８条及び第１０条関係） 
①下請契約又は再委託契約を締結する前に下請負人に誓約書を提出させなければいけません。誓約書を提出しない者

を下請負人としてはいけません。 

②下請契約の前に、下請負人の名称等を、府に通知してください。 

③下請契約、再委託契約、資材原材料の購入契約等の契約を締結する前に、相手方が入札参加除外者又は誓約書違

反者に該当しないことを確認してください。 

④下請契約、再委託契約、資材原材料の購入契約等の契約を締結した者が、その契約を締結した日から契約期間が満

了する日までの間に上記（１）に該当することとなったとき等は、その下請契約等の解除を求めなければいけません。 （あ

らかじめ、契約書に暴力団排除条項を盛り込んでおく等の対応が考えられます。） 

⑤公共工事等に係る契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに

府に報告してください。 

※下請負人には第２次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含みます。 



 

暴力団追放 
 

 
暴力団を追放するためには、次の４点を基本的心構えとしてください。 

１ 暴力団を恐れない 

「暴力団員は凶暴で何をするか分からない」という恐怖感があります。 

 しかし、彼らは暴力をふるうために企業を訪ねて来るのではなく、金を得ることがその目的

です。 

 その目的達成のため、暴力団は怖いというイメージをフルに利用し、しかも暴行・脅迫等に

ならないよう、つまり警察に捕まらないよう細心の注意を払いつつ不当な要求をしてくるので

す。 

 要は、暴力団の本質を理解し、必要以上に恐れず、彼らの要求を冷静に聞き、毅然とした態

度で対応することが大切です。 
２ 暴力団に金を出さない 
暴力団員の不当要求の手口は、威圧的な態度を示して、応対者を困惑させ、支払わざるを得

ない心理状態に陥れることが多いのです。応対者に一刻も早くこの場を収めたいという気持ち

にさせ、金を得るのが彼らの常套手段です。こうして支払われた金が、暴力団を肥やし育て、

新たな被害者を生むことになります。 

 そして、支払われた金は、決して物事の解決にはつながりません。それどころか「この企業

（個人）は金になる」との印象を与え、更なる要求へ、また、その情報は彼らの組織を通じ他

の暴力団等へと流れる結果となります。 

 そのようなことにならないためにも、不当な要求には断じて応じないという姿勢を示し、彼

らにこの相手はアタックしても無駄だと思い知らしめることが重要です。 
３ 暴力団を利用しない 
 暴力団は、自分の利益のみを考えています。 

 時には、暴力団を利用した人と暴力団の利害が一致し、一時的には良い結果が得られたとし

ても、後日彼らは、利用者からも約束以上の金を巻き上げるため、あの手この手でやってきま

す。 

 現実に、「暴力団を利用した結果弱みをつかまれ、逆にその暴力団に多額の金を支払わざる

をえなかった」という事例も見られます。 

 暴力団の利用については、暴力団対策法では、「何人も指定暴力団員に暴力的要求行為を依

頼してはならない」と規定し、利用した人も規制・取締りの対象となります。 
４ 暴力団と「交際しない」 
交際は「暴力団の活動を助長」暴力団はあらゆる機会を狙って近づいてきます。 

●  暴力団と関係すること自体が不当要求のきっかけになることがあります。 

● 暴力団と交際していると「暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者」とされ、

公共事業等から排除されることがあります。 

 

 （公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター ＨＰ より） 

 

 

基本的な心構え（暴力団追放３ない運動 ＋ １） 


